
1 はじめに

本研究では、中国における廃品回収業（以下、
回収業）に注目し、質的比較分析（QCA）を用
いて、正規／非正規回収業の参入条件についての
探索的な検討を試みる。
計画経済から市場経済への移行、そして消費社
会化が一層進展する今日の中国社会において、
日々大量に発生する生活廃棄物の処分は喫緊の政
策的課題である。この課題に対し、中国政府は
「減量化」「無害化」「資源化」の三原則を軸とす
る政策の実施を漸次進めている。とくに 2009年
に制定された基本法「循環経済促進法」は、循環
経済の理念のもと、廃棄物の減量化とともに、廃
棄物の積極的な再利用・資源化を要請し、この基
本法を背景に都市部のリサイクルシステム再編が
現在進められている。
こうした政府主導で行われているリサイクルシ
ステムの再編過程のなか、これまで都市の資源リ
サイクルの一端を担ってきた回収業も構造的な変
化を余儀なくされた。なかでも、各地域ですでに
類似した制度が導入されていたものの、2007年
の「再生資源回収管理弁法」で決定的に全国に導
入された回収業務の許可制度は、今日の回収業の
なかに、認可を受けた回収業（以下、正規）と認
可を受けずに行う回収業（以下、非正規）の 2つ
の層を生み出した。行政視点からの回収業の可視
化・管理下を狙いとする許可制度は（北川編

2012 : 110）、正規の回収業に対しては回収活動の
制度上の保障を与える一方で、非正規回収業を処
罰の対象とみなし、強制的な移動や活動禁止とい
った行政処分も行われる。しかし、こうした非正
規回収業への罰則があるにもかかわらず、依然と
して多くの人々が行政の管理下から外れ、脆弱で
不安定な非正規の回収業に従事していることが指
摘されている1）。
行政からの排除の対象に甘んじなければいけな
い非正規回収業に、どのような人々が、そして、
なぜ携わっているのだろうか。この問いに対し
て、瀋陽市の事例を検討した金（2017）は、制度
上、正規回収業の資格が都市出身の高齢失業者に
優先的に配分されていたことを指摘し、出稼ぎ目
的で移動してきた農村出身者が、生計を維持する
ために非正規回収業に従事せざるを得ない現状を
報告している。今日の中国社会における種々の格
差の源泉となっている都市／農村戸籍の区分が、
回収業の領域においても正規／非正規回収業への
就業機会の格差、ひいては保護／排除の格差を生
み出している。ただし、この知見は瀋陽市の事例
に基づいて得られたものであるため、他地域の回
収業を理解する枠組みとして妥当するか否か、に
ついては未だ検討の余地が残されている。
特定地域に限定せずに広く回収業にアプローチ
する一つの方法としては、中国全体を母集団とす
る量的調査データの検討が考えられるだろう。だ
が、回収業に関する正確な公的統計は管見の限り
公開されておらず、また入手可能な個票データに
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は、回収業を理解するに十分な情報が含まれては
いないため2）、現状として量的調査データからア
プローチすることは難しい。
そこで本研究は、回収業を扱った新聞記事・

（学術）論文に注目し、それらで報告されている
事例を対象とした質的比較分析（QCA）の適用
から、正規／非正規回収業の実態を理解する上で
最も基礎となる参入条件に関する経験的事実の導
出を試みる。近年、都市における回収業に対して
は、学術的な関心に加えて市井からの関心も集ま
っており、各地域の回収業を扱った中国語の新聞
記事・論文が一定数刊行されている。これらの新
聞記事・論文で報告されている回収業の事例は、
量的調査データでは不可能な広域の回収業を捉え
る貴重な一次資料に他ならない。また、QCA は
複数の事例を体系的に比較することで、関心のあ
る結果が生じるための条件組み合わせを析出する
方法である。この QCA を正規／非正規回収業に
関する事例に適用することで、正規／非正規回収
業への参入に関わる条件組み合わせを経験的に導
出することができる。
以下、第 2章では分析の概略として、分析手法
として採用する QCA を概括し、対象となるデー
タセットの構築についての説明を行う。第 3章で
は分析結果とそれに対する解釈を加え、第 4章で
は総括と今後の課題について述べる。

2 分析の概略

2.1 分析手法と結果・条件
QCA については、すでに石田（2017）や Ri-

houx and Ragin（2009＝2016）などに詳しいが、
端的には、条件・結果から構成される事例をブー
ル代数によって表現し、関心のある結果に対応す
る条件組み合わせの簡単化（minimization）の作
業から、集合論的な意味での条件と結果に関する
関係を析出する方法である。
簡単な例から QCA のイメージを敷衍しておこ

う。いま 2つの条件 A と B、そして結果 C を想
定し、「A であり、かつ B である」と、「A であ
り、かつ B ではない（¬B）」の 2つ事例で同じ
結果 C が観察されているとする。このとき、2
つの事例から「A かつ B、もしくは A かつ¬B」
であれば結果 C が生起する、と理解することが
できるが、2つの事例間で同じ結果 C を導いて
いるにも関わらず、B/¬B と相違する値を取って
いる。この 2つの事例を集合論の視点から見れ
ば、結果 C の集合に条件 A の集合が包含されて
いる（一致している）と理解できるので、条件
A が結果 C の（必要）十分条件、換言すれば
「A であれば C（C ならば A）」であるとみなす
ことができる。QCA は、こうした「結果集合の
（部分）集合となる、簡素な条件組み合わせの探
索」である簡単化を、リジットなアルゴリズムか
ら行い、結果を生じさせるより簡潔な条件組み合
わせを析出する手法である。
QCA には条件・結果の取りうる値の特性に応
じた種々の方法が存在するが、とりわけ本研究で
使用するのは、条件・結果をどちらも二値変数で
表した事例に適用されるcsQCA（クリスプ集合
QCA）である。分析に使用する結果には、本研
究の問題関心に鑑み、正規／非正規回収業の区分
を用いる。また、条件については、前述した金
（2017）の瀋陽市に関する指摘、そして、回収業
が学歴を必要としない比較的参入しやすい業種で
あるという指摘を踏まえ（e.g. 金 2017；山口
2003）、戸籍、年齢、学歴の 3つを条件として使
用する。

2.2 データセット
分析の対象となるデータセットの構築にあた
り、まず、中国における最大規模の論文検索サイ
ト「知網」を利用し、「回収者」「回収人」「拾荒」
「拾荒者」「拾荒人」「廃品回収」「破烂（爛）王」
などの回収業に対応する用語を検索キーワードと
して、2004年から 2018年の期間中で該当する論

─────────────────────────────────────────────────────
２）例えば，2008年・2010年・2012年の「東アジア社会調査（EASS）」データに含まれる中国サンプルから，本研
究の問題関心に対応すると考えられる業種「廃品回収業」（ISCO 88 : 9161「Garbage Collector」）に該当する回答
者数を求めたところ，2008年では 1名，2010年では 0名，2012年では 1名と極めて限定的な回答者数にとどま
り，また，当該の回収業に関する正規／非正規の区別はつけることはできない．
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文・新聞記事の網羅的な検索を行い3）、該当する
23件の論文・新聞記事を抽出した4）。次に、これ
ら 23件の論文・新聞記事にて報告されている 36
人の男性事例を抽出し、結果に相当する回収業の
正規／非正規の区分、そして、条件に対応した年
齢、学歴、戸籍の 3つに関する情報を確認した。
このとき、各条件についての記載がない事例に関
しては、当該の条件に欠損値を割り当てている。
なお、ここで男性に限定したのは、正規／非正
規回収業の条件に関する理論的・経験的な知見を
所与とせずに、一定の論理的妥当性を担保した分
析結果を導出するためである。確認のため、女性
の事例も含めたデータセットから性別も条件に加
えた分析を行ったところ、倹約解導出の過程で
「矛盾する単純化の仮定（contradictory simplifying
assumption）」が発生した。矛盾する単純化の仮
定とは、異なる結果の倹約解を導出する際、ある
条件組み合わせが両方の結果で単純化の仮定に使
用されることを指し、換言すれば、同じ条件組み
合わせが同時に異なる結果を導くことを仮定して
いる状態とも理解できる（Yamasaki and Rihoux
2009 : 136-137）。矛盾する単純化の仮定が存在す
る場合、妥当する解の導出のためには、条件組み
合わせと結果に関する慎重な理論的・経験的検討
が必要となるが（e.g. Yamasaki and Rihoux 2009 ;
Schneider and Wagemann 2013）、必ずしも正規／
非正規回収業の参入条件に関する包括的な理論
的・経験的な知見が蓄積されているわけではない
現状に鑑み、ここでは分析対象を男性事例のみに
限定する判断を行った。この意味で本研究の知見
は性差の点で限定的であることに留意されたい。

これらの抽出された各事例の結果・条件の情報
からcsQCA に適したデータセットを構築するた
め、結果・条件の各変数を一定のルールのもとで
二値変数に変換を行った。具体的には、結果 O
は、非正規であれば 1、正規であれば 0を取る二
値変数に変換し、条件については、年齢 A は 40
歳以上であれば（中・高齢層）1、40歳未満であ
れば（若年層）0を取る二値変数に5）、学歴 E
は、義務教育レベルであれば 1、それより上の水
準であれば 0を取る二値変数に、戸籍 F は、農
村戸籍であれば 1、都市戸籍であれば 0を取る二
値変数にそれぞれ変換を行った。
ただし、以上の手順から構成されたデータセッ
トでは、学歴 E についての記載がない事例が散
見され、学歴の欠損値を含む事例の全事例に対す
る割合が 36.1％にのぼった（年齢 A では 5.6％、
戸籍 F では 2.8％）。欠損値を抜いた完全データ
を用いた真理表を確認したところ、データセット
上で条件組み合わせに対応した事例が観察されな
い「論理的残余項」が相対的に多く発生したた
め、ここでは便宜的な対処方法として、回帰代入
からの学歴の欠損値の外挿を行った。
欠損値の外挿手順は以下の通りである。まず

2008年・2010年・2012年 EASS データを合併し
たデータセットから男性に限定した中国サンプル
を抽出し、義務教育レベル（小学校・学歴なし）
であれば 1、それより上の教育水準であれば 0を
取る二値の学歴変数を、年齢の二値変数（0＝40
歳未満、1＝40歳以上）に回帰させた二項ロジス
ティック回帰モデルを推定する6）。その推定モデ
ルから各事例の年齢に基づく学歴の予測確率を導

─────────────────────────────────────────────────────
３）2007年の「再生資源回収管理弁法」の施行に伴い，正規／非正規の区分が全国規模で制度化されたものの，実
質的には各行政主体レベルで個別に正規／非正規に類する区分が導入されていたと理解できる．それゆえ，ここ
では 2007年以前の期間を含めて新聞記事・論文の検索を行っている．

４）参照した論文・新聞記事の書誌情報については，文末「参考資料」を参照．
５）事例によっては年齢に言及しているが，正確な実年齢が報告されていない場合もあった．これらのケースに対し
ては，「高」「老」といった中・高齢層と解釈できる文言が記述されている事例を「40歳以上」と見なして数値
を割り当てた．同様に，学歴・戸籍についても明確に記載されていない事例についても，文言の意味内容に鑑
み，十分に理由付けが可能な場合に限り数値を割り当てている．また，年齢を 40歳以上／未満の区切りで二値
化した点について，本文中で言及した瀋陽市のケースでは，50歳以上の男性に制度上優先的に正規回収業への
割り当てが行われていたため（金 2017），本論文中の操作化とは相違がある．ただし，瀋陽市以外の地域でも同
様の年齢区分による優先的な割り当てが行われているか否か，については十分な資料が（管見の限り）存在して
いなかったため，本研究では，（日本についての言及だが）40歳を職業移動が固定する年齢と見なす先行研究の
理解に従い（佐藤 2000），40歳を基準とした．

６）回帰係数は以下の通りである．logit（p）＝－1.952＋1.473*年齢．
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出して、暫定的に設定した予測確率の閾値との大
小で予測学歴（1＝義務教育レベル［閾値よりも
大きい場合］、0＝義務教育より上［閾値以下］）
を計算する。こうして得られた予測学歴の予測精
度を測るため、学歴が観察されている事例に限定
し、実際の学歴の値と予測学歴の値の一致率を求
める。以上の 3つの手順を、閾値の値を変化させ
て繰り返し行い、結果として得られた一致率が最
も高くなる閾値に基づいて、学歴の欠損値を予測
学歴で外挿した7）。
外挿後にデータセットに含まれていた欠損値を
リストワイズで処理した結果、事例数 33から構
成されるデータセットを得た。このデータセット
を真理表の形でまとめたものが以下の表 1であ
る。表中の No 1・3・5の結果の列にある「？」
は論理的残余項を指す。また、No 8の条件組み
合わせで両方の結果を示す事例が観察されたが
（矛盾する条件組み合わせ）、ここでは、結果 0の
数が相対的に少なかったことに鑑み（結果 1の事
例数：17、結果 0の事例数：1）、結果 1に設定し
ている。
次章では、表 1で示した真理表に基づき、それ
ぞれ正規／非正規の条件組み合わせに関する最簡

解の導出を行う。簡単化のアルゴリズムにはクワ
イン・マクラスキー法を採用し、計算には R の
QCA パッケージ（version 3.3）を利用した（Dusa
2019）。なお、慣習に従い、以降の解の表記にお
いては、大文字が 1の場合、小文字が 0を示すこ
ととする。例えば学歴であれば、E が義務教育
レベル、e が義務教育より上の教育水準であるこ
とを意味する。

3 分析結果と解釈

3.1 非正規回収業の条件
初めに非正規回収業の条件に関する解を導出す
る。以下の解（1）は、表 1で非正規の結果を示
した No 2・4・7・8の 4つの条件組み合わせか
ら得られた最簡解（複雑解）を示している。�������⇔� （1）

解（1）は「若年層で農民戸籍」（���）である
こと、そして「中・高齢層で義務教育レベル」
（���）の 2つの条件の論理和から非正規回収業
の集合が構成されていることを意味する。この解
（1）に対して、論理的残余項を簡単化に利用した
倹約解が以下の解（2）で（単純化の仮定として、
No 1 :�����⇔�、No 3 :�����⇔�を用いてい
る）、よりシンプルに「若年層」と「義務教育レ
ベル」の論理和に縮約されていることが分かる。
以下では、解釈の容易さに重点を置き、式（2）
で示された倹約解を非正規回収業の条件を理解す
る解として採用する。���⇔� （2）

では、この解（2）によって、そして解（2）を
構成する各項によって、どれだけ非正規回収業が
説明されているのだろうか。これらの問いに答え
るため、以下の表 2にて、解（2）についての解
被覆度（Solution Coverage）と、解（2）を構成

─────────────────────────────────────────────────────
７）本来的には，より多くの共変量を用いつつ，例えば多重代入法など（Little and Rubin 2014）を用いるべきであ
るが，事例側で観察できる変数が十分ではなかったため，ここでは上述の単純な回帰代入を行った．そのため，
外挿された学歴の値については，予測の精度の低さ，および推定に関わる誤差の観点から十分に留意が必要であ
る．

表 1 真理表（？は論理的残余項を指す）

条件組み
合わせ No 年齢 A 学歴 E 戸籍 F 結果 O 事例数

1 0 0 0 ？ 0

2 0 0 1 1 1

3 0 1 0 ？ 0

4 0 1 1 1 11

5 1 0 0 ？ 0

6 1 0 1 0 1

7 1 1 0 1 2

8 1 1 1 1 18

※年齢：1＝40歳以上（中・高齢層）、0＝40歳未満
（若年層）、学歴：1＝義務教育レベル、0＝義務教育
より上 戸籍：1＝農民戸籍、0＝都市戸籍、結果：1
＝非正規、0＝正規。なお、No 8の条件組み合わせで
矛盾する条件組み合わせが発生したが、ここで結果
を 1に設定している。
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する各項の粗被覆度（Raw Coverage）と固有被覆
度（Unique Coverage）を示した。被覆度とは、
関心のある結果の集合における条件集合の占める
比率のことで、得られた解全体での被覆度を解被
覆度、最簡解を構成する各項による被覆度を粗被
覆度と呼び、各項で集合が重なる場合に、その重
複分を除いて計算される項の被覆度を固有被覆度
と呼ぶ。被覆度はどれだけ結果集合が網羅されて
いるのかを示すものなので、この被覆度が高けれ
ば高いほど、より結果を「説明」していると理解
できる（Ragin 2006）。
表 2を確認すれば、まず解被覆度は 1になって

いることから、得られた解（2）によって（少な
くとも今回のデータセットの範囲で）非正規回収
業の集合を網羅的に説明していることが分かる。
また、それぞれの項の粗・固有被覆度を確認すれ
ば、「義務教育レベル」（�）の粗被覆度・固有被
覆度の方が「若年層」（�）のそれらに比較して
高い値になっており、ここから相対的に「義務教
育レベル」（�）であることが、非正規回収業を
理解するにあたり重要であることを示している。

3.2 正規回収業の条件
続いて、正規回収業の条件に関する複雑解、お
よび倹約解を導出する8）。表 1の真理表で示され
ている通り、（矛盾する条件組み合わせで「非正
規」とリコードされた事例を除けば）正規回収業
の結果を示した事例は 1つ（No 6）のみなので、
複雑解は No 6の条件組み合わせで表現される。
すなわち、 �����⇒� （3）

それに対して、論理的残余項を簡単化に利用した
倹約解が以下の解（4）で（単純化の仮定として、
No 5 :�����⇒�を用いている）、よりシンプルに
「中・高齢層かつ義務教育より上」（���）に縮約
されている。 ���⇒� （4）

いま、解（4）を正規回収業の条件として採用
すれば、この解（4）が非正規回収業の条件を示
した解（2）の否定（Not）として理解できること
から、ここから正規／非正規回収業への参入につ
いては、年齢と学歴の次元で構成される対称性が
あると理解できる9）。

3.3 分析結果の解釈
解（2）と解（4）に基づいて、以上の非正規／
正規回収業の条件に関する分析結果を敷衍すれ
ば、次のようにまとめることができる。

•非正規回収業への参入条件として、「若年層
（�）」もしくは「義務教育レベル（�）」であ
ることの 2つの条件が存在し、とりわけ後者
の「義務教育レベル」が、非正規回収業を理
解する上で重要である。
•正規回収業への参入条件は非正規回収業のそ
れらと対称的になっており、「中・高齢層か
つ義務教育より上」（���）であることが正
規回収業の条件となっている。

これらが示す興味深い事実として、農村／都市
戸籍の違いが正規／非正規回収業を分かつ重要な
条件であるというこれまでの理解は、少なくとも
本研究の分析結果からは支持されず、（戸籍に関
係なく）社会経済的地位である学歴の高低とデモ
グラフィックな属性である年齢、とりわけ学歴の
高低が正規／非正規回収業への参入条件を分ける

─────────────────────────────────────────────────────
８）結果の非対称的な説明の可能性を検討する意義については，Goertz and Mahoney（2012＝2015 : 75-87）を参照．
９）解（4）の解被覆度については，実際に観察されうる事例数は 1事例（矛盾する条件組み合わせにおいて「非正
規」とリコードされた事例を除く）のみなので，被覆度による「説明」の程度にはあまり実質的な意味は無いと
考えられる．

表 2 解（2）の被覆度

項 粗被覆度 固有被覆度
a
E

0.367
0.967

0.033
0.633

解被覆度 1.000
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重要な条件であったという点が挙げられる10）。
では、なぜ、学歴と年齢、特に学歴が正規／非
正規回収業を分かつ重要な条件になっているのだ
ろうか。いま、非正規回収業への参入に焦点を絞
って解釈を試みれば、非正規回収業の特性からの
メカニズムが想定できる。
正規／非正規回収業の区分は、保護／排除の差
だけではなく、回収活動の制約・経済的負担の差
とも理解することができる。正規回収業に就くこ
とには、保護の対象となる代わりに、例えば、回
収を行う地域や既定の回収プロセスの遵守、民営
会社への加入、廃品の売買価格といった点で、制
度的に一定のルールが課せられた硬直的な回収活
動が義務づけられる。また、登録費用や年会費、
さらには地域によっては規定の回収用備品の購入
も求められる。一方で、非正規回収業は行政から
の排除対象となる代わりに、正規回収業に見られ
る回収活動上の義務や経済的負担は課せられず、
比較的に柔軟な回収活動を行うことが可能である
（金 2017）。
程度に差はあるものの、都市／農村戸籍を問わ
ず学歴の高低は都市における就労選択の幅を定め
るものであり、学歴が低い場合には、就労可能な
職業が限定される。そのため、学歴が低い人々に
とっては、学歴による参入障壁が低い回収業が現
実的な一つの選択肢となり、なかでもとりわけ制
約が少なく、回収業を行う上での経済的負担を強
いられない非正規回収業への誘因が高くなると予
測できる。事実、2004年 9月 27日の『解放日

报』の記事（「临安给拾荒者发证 专家疑虑：政

府是否有权支配拾荒市场经营权」）では、回収業
に携わる 100人余りの人々に行ったインタビュー
調査の結果、調査に回答した人々の 95％が正規
回収業に登録したくないと回答し、その理由とし
て、正規回収業への登録にはお金が必要であるこ
と、そして加入会社の統制下におかれ、自由が失
なわれるという点があげられていることを報告し

ており、以上の解釈を傍証するものとして理解で
きる。また、学歴が正規／非正規回収業への参入
を分ける他のメカニズムとして、学歴によるリテ
ラシーの差も考えられる。2004年 9月 14日の
『市場報』の記事（「30万拾荒者每年京城捡走 30
亿」）では、正規回収業への登録を試みたが、ど
こでどのように申請をすれば良いのか全く分から
ず、非正規回収業にとどまらざるを得なかった
ケースが報告されている。教育程度の差で制度に
関するリテラシーに差が生じると理解すれば、学
歴に起因するリテラシーの差が正規／非正規回収
業の参入条件として作用していたとも解釈でき
る。
非正規回収業の柔軟性は、若年層が非正規回収
業への参入条件であるという事実にも適用するこ
とができる。決して威信の高い職業ではない回収
業は、他の職業への移動をにらんだ暫定的な職業
とみなされている（金 2017）11）。それゆえ、将来
的な就労機会を多く持つ若年層にとっては、就労
にかかるコストが高いために固定的にならざるを
得ない正規回収業よりも、非正規回収業の方が将
来的な職業移動をにらんだときには魅力的な選択
肢になっているとも理解できるだろう。

4 さいごに

本研究では、中国の正規／非正規回収業に関す
る量的調査データが十分ではない現状に鑑みて、
既刊の新聞記事および論文にて報告されている事
例に質的比較研究（QCA）を適用するという新
たなアプローチ方法から、正規／非正規回収業へ
の参入条件に関する経験的事実の導出を試みた。
分析の結果、正規／非正規回収業への参入におい
ては、これまで重要とみなされてきた戸籍の違い
は決定的な条件ではなく、むしろ社会経済的地位
である学歴とデモグラフィックな属性である年齢
が決定的な条件であることが示唆され、特に学歴

─────────────────────────────────────────────────────
１０）これまでに観察されていた戸籍による差異が今回検出できなかった理由としては，一般に戸籍による進学格差が

あることから，疑似相関の可能性が考えられる．
１１）2011年 9月 2日の『玉溪日报』の記事（「拾荒者，游离在城市边缘」）では，かつて地元（農村）の学校教員と

して働いてたが失職し，現在都市部で正規回収業に従事している男性の事例を取り上げており，そのなかで「回
収業は世の中で一番良い仕事」と言いつつも，「元の職場（職員職）に復帰できるのならば，地元に帰りたい」
という，回収業からの移動，そして（農村への）帰郷の願望が語られている．
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の高低による差が正規／非正規回収業への参入を
分ける重要な条件であることが明らかとなった。
回収業の事例に QCA を適用するという分析手

法の応用、そして、新たな知見の導出に成功した
という点は、本研究が遂げた一定の貢献と理解で
きよう。しかし、本研究で行った分析にはいくつ
か問題点が残されている。第一に、分析枠組みを
所与として事例を収集したわけではないため、分
析に際して、事例の処理について恣意的な判断を
取らざるを得なかったという点が挙げられる。特
に学歴に関して、報告されている事例の多くが欠
損しており、それらを回帰代入から補う処理を行
ったという点は看過できず、本研究が導出した知
見は、あくまで以上の恣意的な処理のもとに導出
された暫定的な結果になっている。加えて、本研
究の主たる目的は、正規／非正規回収業への参入
条件に関する経験的事実の導出であったために、
得られた知見に対する説明が不十分であった。そ
れゆえ、今後の課題としては、今回の分析から得
られた知見をあくまで一つの「仮説」と捉え、仮
説検証に適した調査設計のもとでのさらなる事例
収集、そして再度の検討が考えられる。
さらに、第二の問題として、本研究では、年
齢・戸籍・学歴の 3つの条件のみを用いた分析で
あったため、今日の回収業を理解する上で、極め
て限定的な側面しか捉えていなかったという問題
点もある。今日の回収業は、従来の都市における
就労という理解に集約されるわけではなく、都市
が農村に浸食しつつも、都市には全くは還元され
えない新たな空間上に、とりわけ非正規回収業は
顕在化している（金 2017）。この点において、
「どのような場所で回収業を営んでいるのか」、と
いう場所の条件は正規／非正規回収業への参入条
件を正しく理解するには不可欠な条件であると考
えられるが、本研究の分析枠組みでは場所の条件
を考慮してはいなかった。また、一般にインフ
ォーマル・セクターと理解される回収業の労働市
場が、地縁・血縁ネットワークを基礎とする排他
的な労働市場であるとの指摘に鑑みれば（山口
2003）、従事している場所にどれだけ同郷・同族
の回収業者が存在している（いた）のか、という
条件も、（とりわけ非正規回収業への）参入を理
解する上では重要となる。加えて、インフォーマ

ル・セクターの視点に立脚すれば、回収業内で正
規／非正規を議論するだけではなく、同じインフ
ォーマル・セクターに属する他業種との比較も回
収業を理解する上では必要となるだろう。それゆ
え、正規／非正規回収業に関わる条件の範囲をよ
り拡張した分析枠組みの導出、そして、その分析
枠組みに根差した事例の収集と更なる分析が今後
の一つの課題として挙げられる。
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The Conditions for Entering the Garbage Collector in China

ABSTRACT

This paper derives empirical facts on conditions of entry into the position of a li-
censed or non-licensed garbage collector in China. To this end, the method of qualita-
tive comparison analysis (QCA) was applied to cases reported in published newspaper
and journal articles. Analysis shows that household registration is not a definitive con-
dition for entry into the position of a licensed or non-licensed garbage collector, con-
trary to the previous studies. Rather, education and age play decisive roles, and the
level of education obtained is an especially important condition.

Key Words: China, garbage collector, QCA
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